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１ 職員の任免及び員数の状況 

 職員の採用状況 
（単位：人） 

 

行政職 
技 能 
労務職 

合 計 事務 
職員 

技術職員 

技師 保育士 保健師 看護師 

令和６年度 
２１ 

（４） 

３ 

（１） 

７ 

（７） 

１ 

（１） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

３２ 

（１３） 

令和５年度 
３８ 

（１３） 

６ 

（２） 

６ 

（５） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

５０ 

（２０） 

（注）１ （ ）内は、女性数を内書きしたものです。 

２ 各年度は、４月１日付けで採用した職員数です。  

３ 令和５年度は１０月 1 日付けで、技師３名を採用しました。 

 

  再任用職員の状況 

 フルタイム勤務職員 短時間勤務職員 

令和６年度 １３人（５人） ３２人（１１人） 

令和５年度 ２０人（７人） ３５人（１４人） 

（注）１ 「再任用職員」とは、高齢者雇用の推進等のため定年退職者等のうち改めて採用される

職員です。 

２ （ ）内は、女性数を内書きしたものです。 

 

  職位別任用状況 

①  副課長相当職以上の任用状況（令和６年３月末現在） 

部長相当 副部長相当 課長相当 副課長相当 合 計 

１４人 ２０人 ５５人 １１８人 ２０７人 

（３人） （３人） （１５人） （６０人） （８１人） 

（注）（ ）内は、女性数を内書きしたものです。 

 

② 副課長相当職以上の昇任者数 

部長相当 副部長相当 課長相当 副課長相当 合 計 

１人 ４人 ９人 １８人 ３２人 

（０人） （０人） （５人） （１１人） （１６人） 

（注）１ 人数は、令和５年度中の昇任者数です。 

２ （ ）内は、女性数を内書きしたものです。 

 

  職員の退職の状況 

                                   （単位：人） 

 

行政職 
技 能 

労務職 
合 計 事務 

職員 

技術職員 

技師 保育士 保健師  看護師 

定年退職 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（ 0） 

勧奨退職 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0）  0（ 0） 

自己都合退職 13（10） 2（1） 5（5） 1（1） 0（0） 1（1） 22（18） 

その他（死亡・免職等） 1（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0）  1（ 0） 

計 14（10） 2（1） 5（5） 1（1） 0（0） 1（1） 23（18） 

（注）１ 退職者数は、令和５年度中における退職の状況です。 

２ （ ）内は、女性数を内書きしたものです。 
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  部門別職員数の状況 
（単位：人） 

区  分 職  員  数 対 前 年 度 増 減 数 

部  門 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

一
般
行
政
部
門 

議 会 ８ ９ ８  １ △１ 

総 務 １６４ １７５ １８２ △１４ １１ ７ 

税 務 ６７ ６７ ６７ １   

民 生 ２７８ ２８３ ２９０      ２     ５     ７ 

衛 生 ５４ ５１ ４６ １３ △３ △５ 

労 働 ０ ０ ０    

農林水産 ６ ７ ８ １ １ １ 

商 工 １０ １０ １０ １   

土 木 ７７ ７７ ７５ ６  △２ 

小計 ６６４ ６７９ ６８６ １０ １５ ７ 
行
政
部
門

特 
 

別 

教 育 １０５ １１０ １０７ ３ ５ △３ 

小計 １０５ １１０ １０７ ３ ５ △３ 

会
計
部
門 

公
営
企
業
等 

水 道 ２３ ２７ ２７ △１ ４  

下水道 １４ １６ １６ １ ２  

その他 ６２ ６１ ６１ １ △１  

小計 ９９ １０４ １０４ １ ５  

合 計 ８６８ ８９３ ８９７ １４ ２５ ４ 

（注）１ 職員数は、各年度４月１日現在の定員管理調査に基づく人数です。  

２ 職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者及び再任用フルタイム勤

務職員は含み、志木地区衛生組合、朝霞地区一部事務組合への派遣職員及び会計年度任用職員を除い

ています。 

 

２ 職員の人事評価の状況 

（令和６年度） 
区  分 内   容 

評価期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

対象者  非常勤特別職を除く全職員 

評価項目 

①能力評価 標準職務遂行能力に基づき、職務遂行に関する能力及び意欲につい

て評価する方法 

②業績評価 職務上及び職責上で要請される目標の達成及び成果について評価す

る方法 

（注）平成２８年４月１日から人事管理の適正な運営を図るため、職員の人事評価を実施しています。  

 

 

３ 職員の給与の状況 

 人件費の状況（令和５年度普通会計決算） 

住民基本台帳人口 

（R6.3.31 現在） 

歳出額 

Ａ 
実質収支 

人件費 

Ｂ 

人件費率 

（Ｂ／Ａ） 

令和４年度の 

人件費率 
人 千円 千円 千円 % % 

166,038 63,309,602 1,760,878 7,894,249 12.5 12.0 

（注）人件費には、特別職に支給される給料、報酬などを含みます。  

 

（令和５年度水道事業会計決算） 

歳出額 

Ａ 

人件費 

Ｂ 

人 件 費 率 

（Ｂ／Ａ） 

４ 年 度 の 

人 件 費 率 

千円 千円 % % 

4,223,860 205,027 4.9 4.3 
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 給与費の状況（令和６年度一般会計当初予算） 

職員数 

Ａ 

給   与   費 一人当たり給与費 

（Ｂ／Ａ） 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計  Ｂ 
879 人 千円 千円 千円 千円 千円 

（26） 3,158,739 783,480 1,384,629 5,326,848 6,060 

（注）１ 職員手当には退職手当を含みません。 

２ （ ）内は、再任用短時間勤務職員を外書きしたものです。  

３ 給与費には、再任用短時間勤務職員の給与費を含みますが、一人当たり給与費の職員数には、再任

用短時間勤務職員を含みません。 

 

（令和６年度水道事業会計当初予算） 

職員数 

Ａ 

給   与   費 一人当たり給与費 

（Ｂ／Ａ） 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計  Ｂ 

27 人 

 （5） 

千円 千円 千円 千円 千円 

106,453 27,944 46,049 180,446 6,683 

 

 平均給料月額及び平均年齢の状況 

一般行政職 技能労務職 

平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢 

306,800 円 39.5 歳 308,700 円 57.3 歳 

（注）額及び年齢は、令和６年４月１日現在の給与実態調査に基づくものです。  

 

企業職 

平均給料月額 平均年齢 

303,159  円 38.2 歳 

（注）額及び年齢は、令和６年４月１日現在 

 初任給の状況（令和６年４月１日現在） 

区  分 
新 座 市 

初 任 給 

国 

初 任 給 

一般行政職 
大学卒 ２０２，４００ 円 １９６，２００ 円 

高校卒 １７０，９００ 円 １６６，６００ 円 
 

 

⑸ 経験年数・学歴別平均給料月額の状況 

区  分 
経験年数 

7～10 年未満 

経験年数 

10～15 年未満 

経験年数 

15～20 年未満 

経験年数 

20～25 年未満 

一般 

行政職 

大学卒 251,300 円 279,300 円 316,800 円 362,300 円 

高校卒 0 円 260,900 円 0 円 328,300 円 

（注）１ 額は、令和６年４月１日現在の給与実態調査に基づくものです。 

２ 経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数をいいます。  

 

 一般行政職の級別の状況 

区  分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

計 標準的な 

職務内容 
主事補 主事 主任 係長 副課長 課長 副部長 部長 

職 員 数 
20 人 160 人 196 人 92 人 88 人 32 人 21 人 13 人 622 人 

（0） （0） （12） （5） （5） （4） （0） （0） (26) 

構 成 比 
3.2 % 25.7 % 31.5 % 14.8 % 14.1 % 5.1 % 3.4 % 2.1 % 100 % 

（0.0） （0.0） （46.2） （19.2） （19.2） （15.4） （0.0） （0.0） (100) 

参 

考 

１年前の 

構成比 

6.2 % 24.4 % 30.8 % 15.4 % 12.5 % 6.0 % 2.6 % 2.1 % 100 % 

（0.0） （3.0） （45.5） （27.3） （15.1） （9.1） （0.0） （0.0） (100) 

５年前の 

構成比 

2.6 % 29.7 % 31.4 % 13.9 % 11.8 % 5.6 % 3.1 % 1.9 % 100 % 

（0.0） （2.3） （51.2） （2.3） （20.9） （23.3） （0.0） （0.0） (100) 
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（注）１ 新座市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。  

２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。  

３ 一般行政職 622 人は、令和６年４月１日現在の給与実態調査に基づく、再任用フルタイム勤務職  

員を含む職員数です。 

４  （ ）内は、再任用短時間勤務職員を外書きしたものです。 

 

水道企業職の級別の状況 

区  分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

計 標準的な 

職務内容 
主事補 主事 主任 係長 副課長 課長 副部長 部長 

職 員 数 
0 人 9 人 6 人 5 人 5 人 1 人 1 人 0 人 27 人 

（―） （―） （2） （―） （1） （―） （―） （―） (3) 

構 成 比 
― 33.4% 22.2% 18.5% 18.5% 3.7% 3.7%  ― 100.0% 

（―） （―） （66.7） （―） （33.3） （―） （―） （―） (100.0) 

参 

考 

１年前の 

構成比 

7.4% 29.7% 25.9% 14.8% 14.8% 3.7% 3.7%  ― 100.0% 

（―） （―） （33.4） （―） （33.3） （33.3） （―） （―） (100.0) 

５年前の 

構成比 

 ― 32.0% 16.0% 16.0% 24.0% 8.0%  ― 4.0% 100.0% 

(―) (―) （33.3） （―） (66.7) (―) (―) (―) (100.0) 

（注）１ 新座市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数 

   ２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名 

   ３ （ ）内は、再任用短時間勤務職員を外書きしたもの 

   ４ 職員数は令和６年４月１日現在 
 

 手当の状況 

①  期末手当・勤勉手当（令和６年４月１日現在） 

新 座 市 国 

      期末手当     勤勉手当  
 

同 
 ６月期 １．２２５月分  １．０２５月分 

１２月期 １．２２５月分  １．０２５月分 

  計  ２．４５０月分  ２．０５０月分 

職制上の段階、職務の級及び成績率等による加算措置    有 

②  退職手当（令和６年４月１日現在） 

新 座 市 国 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年  

同 

 

勤続２０年 19.6695 月分 24.586875 月分 

勤続２５年 28.0395 月分 33.27075 月分 

勤続３５年 39.7575 月分 47.709 月分 

最高限度 47.709 月分 47.709 月分 

 

その他の加算措置 

  定年前早期退職特例措置 

  ２％～４５％加算 

 

退職時特別昇給  なし 

 

 一人当たり （普通退職） （勧奨・定年退職）  

 平均支給額 4,445,286 円 0 円  

 

（注）１ 退職手当の一人当たり平均支給額は、令和５度中に退職した全職種に係る職員に支給された平均

額です。 

２ 普通退職に死亡退職は含まれていません。 

③  地域手当（令和６年４月１日現在） 

支給対象地域 全地域 

支給率 10％ 
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支給実績（令和５年度） 335,871 千円 
支給対象職員一人当たり平均支給年額（令和５年度） 375,694 円 

④  特殊勤務手当（令和６年４月１日現在） 

区   分 全 職 種 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和５年度） 9.0％ 

支給実績（令和５年度） 1,933 千円 

支給対象職員一人当たり平均支給年額（令和５年度） 24,785 円 

手当の種類（手当数） 6 

主な手当の名称 社会福祉業務手当、汚物処理手当、特殊現場作業手当等 

⑤  その他の手当（令和６年４月１日現在） 

区 分 内    容 

扶養手当 

① 配偶者（※１）                 ６，５００円 

② 扶養親族一人につき            

 ・子                      １０，０００円 

  特定期間の加算 １６歳から２２歳まで      ５，０００円 

・父母等（※１）                 ６，５００円 

住居手当 
①  住宅に対し家賃を支払っている者 最高限度   ２８，０００円 

② 所有権を有し世帯主の者             ４，０００円 

通勤手当 

① 交通機関利用者                     実費 

② 交通用具利用者 

 ・片道２～３㎞                  ２，０００円 

 ・片道３㎞以上 ２，０００円に距離１㎞を加えるごとに５５０円を加算 

   （※１）行政職給料表（一）８級職員にかかる扶養手当は３，５００円 

 特別職の報酬等の状況（令和６年４月１日現在） 

区 分 給料・報酬 期末手当 

市 長 
給
料 

９１８，０００円  ６月期１．７００月分 

１２月期１．７００月分 

  計 ３．４００月分 

副市長 ７６７，０００円 

教育長 ７０２，０００円 

議 長 
報
酬 

４６３，０００円  ６月期１．７００月分 

１２月期１．７００月分 

  計 ３．４００月分 

副議長 ４２０，０００円 

議 員 ４００，０００円 

 

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 勤務時間の概要（令和６年４月１日現在） 

勤務時間 

１週間当たり３８時間４５分 

１日の勤務時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（原則として月曜日から金曜日まで） 

休憩時間 午後零時から１時間 

※勤務時間及び休憩時間は、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要性により別に定めることができます。  

 休暇制度の種類等（令和６年４月１日現在） 

種類 概要等 給与支給の有無  

年次有給

休暇 

労働基準法等の規定により、心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養

を図るため 

付与日数は一の年度につき２０日 

有給 

病気休暇 負傷又は疾病のために勤務することができない職員に対し、医師の証明

等に基づき、最小限度必要と認められる期間、その治療に専念させるため 

有給 

特別休暇 特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合 有給 
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※特別休暇の種類等は、別表のとおり 

介護休暇 配偶者、子、職員又は配偶者の父母などの者で、負傷、疾病又は老齢に

より２週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をする

ため、勤務しないことが相当であると認められる場合 

無給 

組合休暇 職員団体の業務又は活動に従事するため 無給 

特別休暇の種類 

（職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第１４条第２項（抜粋）） 

種  類 日 数 等 

選挙権等公民権の行使の場合 その都度必要と認める期間 

 

裁判員、証人等として官公署へ出頭

する場合 

その都度必要と認める期間 

 

出産の場合 出産予定日６週間前から産後８週間を経過するまでの期

間 

妊娠又は出産に関し健康診査を受け

る場合 

１回につき１日の範囲内でその都度必要と認める時間 

妊娠６月までは４週間に１回 

妊娠７月から９月までは２週間に１回 

妊娠１０月から出産までは１週間に１回 

産後１年まではその間に１回 

妊娠中の職員の通勤に伴う母体又は

胎児の健康保持に影響があると認め

る場合 

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、１日を通じて

１時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認める時間 

生後１年に達しない子を育てる場合 １日２回それぞれ３０分間 

生理日における勤務が著しく困難な

場合 

３日の範囲内においてその都度必要と認める期間 

 

忌引の場合 次に定める期間 

 

 
死亡した者 

日数  

血族 姻族 

配偶者 １０日 

１親等 直系尊属(父母) ７日 ３日(７日) 

直系卑属(子) ５日 １日(５日) 

２親等 直系尊属(祖父母) ３日 １日(３日) 

直系卑属(孫) １日 ― 

傍系者(兄弟姉妹) ３日 １日(３日) 

３親等 傍系尊属(伯叔父母) １日 １日 

※（ ）内は、職員と生計を一にしていた場合 

配偶者、父母及び子の祭日の場合 それぞれ１日 

 

感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律による健康診

断等の場合 

その都度必要と認める期間 

災害による現住居の滅失・破壊の場

合 

１週間の範囲内においてその都度必要と認める期間 

結婚の場合 ７日の範囲内においてその都度必要と認める期間 

 

職員の配偶者が出産した場合 ３日の範囲内においてその都度必要と認める期間 

 

妻の産前産後の期間に、出産に係る

子又は小学校就学の始期に達するま

での子を養育するため、勤務しない

ことが相当であると認められるとき 

当該期間内における５日の範囲内の期間 

小学校就学の始期に達するまでの子

を養育する職員が、その子の看護の

ため勤務しないことが相当であると

認められる場合 

一の年度において５日（子が２人以上の場合は１０日）の

範囲内の期間 
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要介護者の世話のため勤務しないこ

とが相当であると認められる場合 

一の年度において５日（要介護者が２人以上の場合は１０

日）の範囲内の期間 

心身の健康の維持及び増進又は家庭

生活の充実を図る場合 

一の年度の７月から９月までの期間内における原則とし

て連続する５日の範囲内の期間 

災害又は交通機関の事故等により出

勤することが著しく困難な場合 

その都度必要と認める期間 

 

災害時において、通勤途上における

身体の危険を回避する場合 

その都度必要と認める期間 

 

職員の配偶者、父母、子及び兄弟姉

妹以外の者に骨髄液を提供する場合

で、当該申出又は提供に伴い必要な

検査、入院等をする場合 

その都度必要と認める期間 

 

職員が自発的に、かつ、報酬を得な

いで、社会に貢献する活動を行う場

合で、その勤務しないことが相当で

あると認められるとき 

一の年度において５日の範囲内で必要と認める期間 

職員が不妊治療に係る通院等のため

に勤務しないことが相当であると認

められるとき 

一の年度において５日（体外受精等の場合は１０日）の範

囲内の期間 

 年次有給休暇の取得状況 
 平均取得日数 前年対比 

令和５年度 （令和５年４月１日から令和６年３月３１日） 15.1 日 6.3 ％ 

令和４年度 （令和４年４月１日から令和５年３月３１日） 14.2 日 2.2 ％ 

 

 時間外勤務の状況 

１人当たり月平均時間外勤務時間 

  第１四半期 

（４～６月） 

第２四半期 

（７～９月） 

第３四半期 

（10～12 月） 

第４四半期 

（１～３月） 
計 

前年度 

対 比 

市長部局 

ほか 

令和 ５年度 6.8 時間 4.7 時間 4.8 時間 6.1 時間 5.6 時間 5.7 ％ 

令和 ４年度 5.7 時間 4.0 時間 5.2 時間 6.5 時間 5.3 時間 17.8 ％ 

水道企業職 
令和 ５年度 3.0 時間 1.8 時間 4.7 時間 4.1 時間 3.4 時間 △33.3 ％ 

令和 ４年度 5.8 時間 2.5 時間 6.6 時間 5.4 時間 5.1 時間 37.8  ％ 

 

５ 休業の状況 

 育児休業等の取得状況 

 育児休業

（人） 
前年度対比  

（％）  

部分休業（人） 
前年度対比  

（％）  

育児短時間勤務（人）  前年度対比  

（％） 

 うち新規  うち新規  うち新規 

令和 5 年

度  

取得者数 58 24 △10.8 69 14 △2.8 3 3 0.0 

 うち女性 48 15 △20.0 65 12 △5.8 3 3 0.0 

 男性 10 9 100.0 4 2 100.0 0 0 0.0 

令和４年

度  

取得者数 65 24 4.8 71 30 16.4 3 2 200.0 

 うち女性 60 20 7.1 69 28 15.0 3 2 200.0 

 男性 5 4 △16.7 2 2 100.0 0 0 0.0 

※「育児休業」とは、職員が任命権者の承認を受けて、その３歳に満たない子を養育するため、子が３歳に達

する日までの期間を限度として職務に従事しないことができます。給与は無給  

※「部分休業」とは、職員が任命権者の承認を受けて、その小学校就学前の子を養育するため１日の勤務時間

の一部（２時間を限度）について勤務しないことができます。給与は減額  

※「育児短時間勤務」とは、職員が任命権者の承認を受けて、その小学校就学前の子を養育するため、１か月

以上１年以下の期間において、条例で定める勤務形態（週１９時間３０分から週２３時間４５分勤務）を選

択して勤務することができます。給与は勤務時間に応じて支給  
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  その他の休業の取得状況（令和５年度）                

区  分 件 数 

自己啓発等休業 ０ 人 

配偶者同行休業 ０ 人 

修学部分休業 ０ 人 

   

６ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

 分限処分の状況 

①  降任、免職の状況（令和５年度） 

区分 

勤務成績がよ

くない場合 

心身の故障のた

め職務遂行に支

障がある場合 

そ の 職 に 必 要

な 適 格 性 を 欠

く場合 

定 数 の 改 廃 等

による場合 計 

降任 ０ 人 ０ 人 ０ 人 ０ 人 ０ 人 

免職 ０ 人 ０ 人 ０ 人 ０ 人 ０ 人 

 

②  休職の状況（令和５年度） 

病気休職 刑事休職 計 

１２ 人 ０ 人 １２ 人 

 

 懲戒処分の状況（令和５年度） 

区  分 免職 停職 減給 戒告 計 

一般服務関係 ０ 人 ０ 人 ０ 人 ０ 人 ０ 人 

交通事故・交通法規違反関係 ０ 人 ０ 人 ０ 人 ０ 人 ０ 人 

公務外非行関係 ０ 人 ０ 人 １ 人 ０ 人 １ 人 

監督責任関係 ０ 人 ０ 人 ０ 人 ０ 人 ０ 人 

計 ０ 人 ０ 人 １ 人 ０ 人 １ 人 

 

７ 職員の服務の状況 

 職務専念義務免除の状況（令和５年度） 

区  分 件 数 

研修参加 １ 件 

厚生事業参加 ３ 件 

その他任命権者が定める場合 ６ 件 

 

 営利企業等従事の許可状況（令和５年度） 

許可件数 許可事例 

９ 件 
助産師業務、成年後見業務、部活動指導、環境保全の啓発活動、学校運営協議

会委員等 

 

 

８ 職員の研修の状況 

（令和５年度） 
区  分 講座数 受講者数 研修日数（延べ） 

集合研修 １３ ７６０ 人 ２０ 日 
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派遣研修 

（広域連合、その他機関計）  
２２ ２８２ 人 ３６ 日 

・広域連合 
階層別研修 ７ １６０ 人 １２ 日 

専門研修 ８ １１ 人 １７ 日 

・その他研修機関等 ７ １１１ 人 ７ 日 

にいざ hito ゼミ 

リーダーシップ養成研修 ９０人 

座学研修 ６５人 

町内会フィールドワーク研修 ４４人 

（注）「広域連合」とは、彩の国さいたま人づくり広域連合において実施する研修に参加することをいいます。 

 

９ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 福利厚生制度に係る負担状況 

区  分 令和４年度決算額 

共済組合負担金 1,028,141,493 円 

職員厚生費 

・人間ドック受診助成事業 
4,190,000 円 

※「共済組合負担金」とは、職員が加入する埼玉県市町村職員共済組合に、使用者である市が

負担金として支出しているもので、同組合の事業を運営する費用は、当該負担金と組合員で

ある職員の掛金で賄われています。なお、負担金及び掛金の率は、法定されています。  

 

（令和５年度水道事業会計決算） 

区  分 令和５年度決算額 

共済組合負担金 30,013,759 円 

職員厚生費 0 円 

 

 公務災害等の発生状況（令和５年度） 

区  分 件 数 

公務災害 ４ 件 

通勤災害 ４ 件 

 

１０ 公平委員会の業務の状況 
（令和５年度） 

業務の種別 件 数 

職員の勤務条件に関する措置の要求の状況 ０件 

職員に対する不利益処分に関する不服申立ての状況 ０件 

職員の苦情の処理の状況 ０件 

 

 


